
魅力発信☆ひがしどおりプロジェクト公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）業務名称 

魅力発信☆ひがしどおりプロジェクト 

 

（２）目的 

首都圏の飲食店、百貨店、スーパーのバイヤーなどのニーズ把握や村内事業者への情報提

供から、東通産品の売り込みや事業者とのマッチング、さらに、マッチング後のフォロ－ア

ップまで実施することで、首都圏における東通産品の需要拡大や販路開拓、さらには、定着・

定番化へ向けた取組を促進することを目指し、各提案事業者の業務遂行に関する知見、技術、

経験等を見極め、本業務を委託するのに最も適した事業者を選定するため、公募型プロポー

ザルを実施する。 

 

（３）業務内容 

仕様書のとおり 

 

（４）業務期間 

契約締結の日から令和６年３月 31日まで 

 なお、本件は予算成立後すみやかに事業を開始できるようにするため、予算成立前の準

備行為として実施するものであり、議会において予算案の減額または否決があったときは、

本件について実施の効力を失う場合があります。 

 

２．委託料上限額 

４,８00千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３．契約の方法 

（１）契約締結候補者の選定方法 

公募によるプロポーザル方式 

 

（２）契約事業者の決定 

契約締結候補者と仕様等について協議を行い、協議が整った時点で当該候補者を契約事業

者に決定し、随意契約を締結する。 

 

４．参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

①当該業務を適切に実施できる法人であり、かつ下北地域に事業所を有する法人であるこ

と。 

②地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること。 



③国及び地方公共団体等において指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

④会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16年法

律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑤法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が、暴力団関係者その他暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す

る暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

⑥法人税、消費税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。 

⑦その他、契約者として適切であると認められる者であること。 

 

５．プロポーザルの日程（予定） 

項番 手続き等 期限等 

① 実施要領等公表 令和５年３月２日（木） 

② 企画提案書提出締切 令和５年３月１６日（木） 

③ プレゼン・ヒアリング 令和５年３月２０日（月） 

④ 評価・採点 令和５年３月２４日（金） 

⑤ 結果通知 令和５年３月２４日（金） 

⑥ 契約締結、業務開始 令和５年４月１日 

 

６．企画提案書の提出期限等 

（１）提出期限 令和５年３月１６日（木）１７時まで 

（２）提 出 先 東通村企画課企画グループ 

        〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5番地 34 

        ☎0175-27-2111（内線 222） 

（３）提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は期限までに必着） 

（４）提出書類 ①企画提案書（任意様式） １部 

        ②見積書（任意様式） １部 

 

７．プレゼンテーションの開催 

（１）開催日時 令和５年３月２０日（月）（時間については別途通知。） 

（２）開催場所 東通村役場 

 

８．留意事項 

・企画提案については、提出後の記載内容の変更は認めない。 

・企画提案が本実施要領に適合していない場合は、失格とする。 

・企画提案に関して、談合等の不正行為があった場合や審査の公平性を害する行為があった

場合、著しく審議に反する行為等があったと審査委員会が認めた場合は、失格とする。 

・応募者が１社であった場合でも、ヒアリングを実施し、契約締結候補者を決定する。 

・企画提案書は任意の様式とし、Ａ４判、片綴じ、横書き、片面印刷とします。Ａ３判を用い

る場合は、Ａ４に折り込むこと。 



・本業務の提案に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

・提出書類等の内容について、必要により関係機関に照会する場合がある。 

・提出書類は返却しない。 

・提案書類に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果

生じた事象に係る責任は、全て応募者が負うものとする。 

 


